
平成

正
す

年 月 日 火曜日

山
農

の
設

山 口 県

屋け道
○
公契大県開

○
雑県

（定期）報

○
告農設屋に 毎

第 号

る
。

告

口
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び

定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
五

外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外
広

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
の
指
定
に

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告約
の
締
結
（
税
務
課
）
…
…
…
…
…

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

営
田
尻
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
田
尻

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

報報
の
正
誤
（
平
成
十
六
年
四
月
十
六

目

次

示地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第

定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
農

外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外
広

関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
都
市
計

週
火
・
金
曜
日
発
行

示

第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

年
山
口
県
告
示
第
九
百
八
十
八

告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
設
置
し
よ
う

関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
都
市
計
画

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
三
件
）
（
商

換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
号
ほ
か
一

六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
面
積

業
経
営
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
設
置
し
て
は

画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…す

る
面
積
に
代
わ
る
べ
き
面
積

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

と
す
る
者
が
許
可
を
受

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

に
代
わ
る
べ
き
面
積
の

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

な
ら
な
い
地
域
の
指
定

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

平 成 年
月 日

（火曜日）

央
一
丁
目
、
中

目
、
千
代
町
一

中
川
二
丁
目
、

目
、
中
川
六
丁

と
い
う
。
）

〃

前
記
の
地
区
以

山
陽
小
野

田
市

青
葉
台
、
赤
崎

赤
崎
四
丁
目
、

の
木
坂
二
丁
目

松
二
丁
目
、
北

二
丁
目
、

山

高
栄
三
丁
目
、

二
丁
目
、
新
沖

新
生
三
丁
目
、

目
、
住
吉
本
町

町
、
大
休
団
地

野
、
豊
田
町
大

町
大
字
矢
田

下
松
市

岩
国
市

柱
島
、
美
川
町

美
川
町
南
桑
及

光

市

長
門
市

油
谷
川
尻
、
油

柳
井
市

周
南
市

大
島
、
大
津
島

下
関
市

蓋
井
島

〃

豊
田
町
大
字
阿

一
ノ
俣
、
豊
田

町
大
字
今
出
、

豊
田
町
大
字
江

城
戸
、
豊
田
町

大
字
地
吉
、
豊

田
町
大
字
手
洗

敷
、
豊
田
町
大

字
西
市
、
豊
田

田
町
大
字
萩
原

平
成
十
九
年
五
月
一
日

一

農
地
法
第
三
条
第
二
項

よ
う
に
改
め
る
。

一

農
地
法
第
三
条
第
二
項
第

市
町

大

名

央
二
丁
目
、
中
央
三
丁
目
、
中
央

丁
目
、
千
代
町
二
丁
目
、
中
川
一

中
川
三
丁
目
、
中
川
四
丁
目
、
中

目
、
波
瀬
一
丁
目
、
日
の
出
一
丁

外
の
地
区

一
丁
目
、
赤
崎
二
丁
目
、
赤
崎
三

石
井
手
一
丁
目
、
柿
の
木
坂
一
丁

、
柿
の
木
坂
三
丁
目
、
叶
松
一
丁

竜
王
町
、
共
和
台
、

山
一
丁
目

三
丁
目
、
高
栄
一
丁
目
、
高
栄
二

栄
町
、
新
有
帆
町
、
新
沖
一
丁
目

三
丁
目
、
新
生
一
丁
目
、
新
生
二

須
恵
一
丁
目
、
須
恵
二
丁
目
、
須

一
丁
目
、
住
吉
本
町
二
丁
目
、
セ

、
高
千
帆
一
丁
目
、
高
千
帆
二
丁

字
杢
路
子
、
豊
田
町
大
字
八
道
及

小
川
、
美
川
町
四
馬
神
、
美
川
町

び
美
川
町
根
笠

谷
向
津
具
上
及
び
油
谷
向
津
具
下

及
び
粭
島
（
「
大
島
大
津
島
粭
島

座
上
、
豊
田
町
大
字
荒
木
、
豊
田

町
大
字
稲
見
、
豊
田
町
大
字
稲
光

豊
田
町
大
字
浮
石
、
豊
田
町
大
字

良
、
豊
田
町
大
字
大
河
内
、
豊
田

大
字
金
道
、
豊
田
町
大
字
佐
野
、

田
町
大
字
鷹
子
、
豊
田
町
大
字
高

、
豊
田
町
大
字
殿
居
、
豊
田
町
大

字
中
村
、
豊
田
町
大
字

原
、
豊

町
大
字
西
長
野
、
豊
田
町
大
字
庭

、
豊
田
町
大
字
東
長
野
、
豊
田
町

山
口

第
五
号
に
規
定
す
る
面
積
に
代
わ

五
号
に
規
定
す
る
面
積
に
代
わ
る

字

名
（
町

名
）

一

四
丁

丁
目
、

川
五
丁

目
、
日

三
〇

丁
目
、

目
、
柿

目
、
叶

、

山

丁
目
、

、
新
沖

丁
目
、

恵
三
丁

メ
ン
ト

目
、
中

三
〇

び
豊
田

二
〇

添
谷
、

三
〇

三
〇

一
〇

三
〇

地
区
」

二
〇

ア
ー
ル
三
〇

町
大
字

、
豊
田

宇
内
、

町
大
字

豊
田
町

山
、
豊
字
殿

田
町
大

田
、
豊

大
字
日

一
〇

県
知
事

二

井

関

成

る
べ
き
面
積
に
関
す
る
部
分
を
次

べ
き
面
積

面

積

の

告

示



平

「
山

「
山

成 年 月 日 火曜日

町
大

道
、

字
滝

内
日

「
〃

「
〃〃

山 口

字
下

菊
川

道
市

大
字

豊
田

内
、

鷹
子

字
中

（定期）県 報

二
に
関

屋
」

「
宇

部
、

第 号

大熊
口
市

上
小

及
び
下
小

口
市

上
小

及
び
下
小

字
萩
原
、
豊
田
町
大
字
東
長
野

豊
田
町
大
字
矢
田
、
豊
北
町
大
字

部
、
豊
北
町
大
字
田
耕
、
豊
北
町

地
区
」
を
「
王
喜
吉
田
内
日
菊
川

蓋
井
島
及
び
吉
母
（

豊
浦
町
大
字
宇
賀
、
豊

字
角
島
（
「
宇
賀
北
宇

豊
浦
町
大
字
室
津
上
、

び
吉
母
（
「
室
津
豊
西

大
野
、
菊
川
町
大
字
下
岡
枝
、
菊

町
大
字

崎
、
菊
川
町
大
字
西
中

、
菊
川
町
大
字
樅
ノ
木
、
菊
川
町

阿
座
上
、
豊
田
町
大
字
荒
木
、
豊

町
大
字
今
出
、
豊
田
町
大
字
浮
石

豊
田
町
大
字
城
戸
、
豊
田
町
大
字

、
豊
田
町
大
字
高
山
、
豊
田
町
大

村
、
豊
田
町
大
字

原
、
豊
田
町

田
布
施

町平
生
町

農
地
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号

す
る
部
分
中
「
市
町

村
名
」
を
「
市名

を
「
白
崎
四
丁
目
」
に
改
め
、

津
井
、
内
日
上
、
内
日
下
、
菊

菊
川
町
大
字
上
保
木
、
菊
川
町
大

の
出
二
丁
目
、
日
の
出

町
、
緑
が
丘
、
港
町
、

畑
、
千
崎
、
津
布
田

恵
、
東
高
泊
、
福
田
及

島
郡

周
防
大

島
町

毛
郡

上
関
町

（
「
小

地
区
」
と
い
う
。
）

（
「
小

地
区
」
と
い
う
。
）

、
豊
田
町
大
字
日
野
、
豊
田
町
大

阿
川
、
豊
北
町
大
字
神
田
、
豊

大
字
矢
玉
、
松
屋
、
吉
田
及
び

豊
田
小
串
川

神
玉
神
田
阿
川

「
豊
西
地
区
」
と
い
う
。
）

北
町
大
字
北
宇
賀
及
び
豊
北
町

賀
角
島
地
区
」
と
い
う
。
）

豊
浦
町
大
字
室
津
下
、
蓋
井
島

地
区
」
と
い
う
。
）

川
町
大
字
下
保
木
、
菊
川
町
大

山
、
菊
川
町
大
字
日
新
、
菊
川

大
字
吉
賀
、
豊
浦
町
大
字
川

田
町
大
字
一
ノ
俣
、
豊
田
町
大

、
豊
田
町
大
字
宇
内
、
豊
田
町

金
道
、
豊
田
町
大
字
佐
野
、
豊

字
手
洗
、
豊
田
町
大
字
殿
居
、

大
字
西
市
、
豊
田
町
大
字
西
長

の
規
定
に
よ
る
同
法
別
表
で
定

町
」
に
改
め
、
「
宇
津
井
、
」
を

「
、
吉
田
、
吉
田
地
方
」
を
削
り

川
町
大
字
上
大
野
、
菊
川
町
大
字

字
貴
飯
、
菊
川
町
大
字
轡
井
、

三
丁
目
、
日
の
出
四
丁
目
、
平

南
竜
王
町
、
有
帆
、
小
野
田
、

、
西
沖
、
西
高
泊
、
埴
生
、
東

び
丸
河
内

七
〇
」
を

七
〇

字
杢
路
子
、
豊
田
町
大
字
八

北
町
大
字
神
田
上
、
豊
北
町
大

吉
田
地
方
」
に
、
「
王
喜
吉
田

滝
部
田
耕
地
区
」
に
、

五
〇
」
を

大

六
〇

及

五
〇

」
に
、

字
田
部
、
菊
川
町
大
字
七
見
、

町
大
字
東
中
山
、
菊
川
町
大
字

、
豊
浦
町
大
字
小
串
、
豊
田
町

字
稲
見
、
豊
田
町
大
字
稲
光
、

大
字
江
良
、
豊
田
町
大
字
大
河

田
町
大
字
地
吉
、
豊
田
町
大
字

豊
田
町
大
字
殿
敷
、
豊
田
町
大

野
、
豊
田
町
大
字
庭
田
、
豊
田

三
〇

三
〇

め
る
面
積
に
代
わ
る
べ
き
面
積

削
り
、
「
白
崎
四
丁
目
、
松

、
「
内
日
上
及
び
内
日
下
」
を

上
岡
枝
、
菊
川
町
大
字
上
田

菊
川
町
大
字
久
野
、
菊
川
町
大

成高須

三
〇

三
〇

原
、
樋
口
、
安

山
地
区
」
と
い

黄
、
油
谷
久
富

（
「
俵
山
日
置

〃

三
隅
上
、
三
隅

う
。
）

「
〃

大
道
理
、
大
向

大
河
内
、
奥
関

丘
高
水
勝
間
巣

〃

前
記
の
地
区
以

「
〃

新
清
光
台
一
丁

目
、
新
清
光
台

理
、
大
向
、
奥

〃

周
東
町
獺
越
、

三
瀬
川
、
周
東

余
地
、
本
郷
町

本
郷
町
本
郷
及

区
」
と
い
う
。

〃

前
記
の
地
区
以

「
小
野
田
市

「
長
門
市

俵
山
（
「
俵
山

「
長
門
市

俵
山
、
日
置
上

置
野
田
、
油
谷

尻
、
油
谷
河
原

（
「
六
島
見
島

〃

片
俣
、
上
小
川

高
佐
上
、
高
佐

区
」
と
い
う
。

〃

明
木
、
江
崎
、

（
「
明
木
江
崎

「
岩
国
市

「
岩
国
市

周
東
町
明
見
谷

町
下
久
原
、
周

田
（
「
高
森
地

〃

徳
地
上
村
、
徳

引
谷
、
徳
地
藤

及
び
徳
地
山
畑

〃

秋
穂
西
、
秋
穂

岸
見
、
徳
地
野

（
「
秋
穂
出
雲

「
萩

市

大
島
、
相
島
、

（
「
六
島
見
島

「
萩

市

相
島
、
大
島
、

櫃
島
、
福
井
上

田
及
び
呼
坂
（
「
向
道
三
丘
高
水

う
。
）

、
油
谷
向
津
具
上
及
び
油
谷
向
津

油
谷
地
区
」
と
い
う
。
）

下
及
び
三
隅
中
（
「
三
隅
地
区
」

、
小
松
原
、
安
田
、
清
尾
、
原
、

屋
、
中
村
、
呼
坂
及
び
巣
山
（
「

山
地
区
」
と
い
う
。
）

外
の
地
区

目
、
新
清
光
台
二
丁
目
、
新
清
光

四
丁
目
、
清
光
台
町
、
大
河
内
、

関
屋
、
小
松
原
、
巣
山
、
清
尾
、

周
東
町
上
須
通
、
周
東
町
差
川
、

町
下
須
通
、
周
東
町
西
長
野
、
周

宇
塚
、
本
郷
町
西
黒
沢
、
本
郷
町

び
本
郷
町
本
谷
（
「
米
川
川
越
本

）外
の
地
区

地
区
」
と
い
う
。
）

、
日
置
蔵
小
田
、
日
置
下
、
日
置

伊
上
、
油
谷
後
畑
、
油
谷
角
山
、

、
油
谷
蔵
小
田
、
油
谷
新
別
名
、

吉
部
佐
々
並
福
川
地
区
」
と
い
う

西
分
、
上
小
川
東
分
、
紫
福
、
下

下
及
び
中
小
川
（
「
小
川
高
俣
紫

）須
佐
、
鈴
野
川
、
弥
富
上
及
び
弥

須
佐
地
区
」
と
い
う
。
）

、
周
東
町
上
久
原
、
周
東
町
川
上

東
町
田
尻
、
周
東
町
中
山
及
び
周

区
」
と
い
う
。
）

地
串
、
徳
地

河
内
、
徳
地
島
地

木
、
徳
地
船
路
、
徳
地
三
谷
、
徳

（
「
島
地
串
八
坂
地
区
」
と
い
う

東
、
徳
地
伊
賀
地
、
徳
地
小
古
祖

谷
、
徳
地
深
谷
、
徳
地
堀
及
び
徳

柚
野
地
区
」
と
い
う
。
）

櫃
島
、
羽
島
、
尾
島
、
肥
島
及
び

地
区
」
と
い
う
。
）

尾
島
、
黒
川
、
佐
々
並
、
羽
島
、

、
福
井
下
、
見
島
、
吉
部
上
及
び

勝
間
巣

具
下

と
い

六
〇

」
に
、

樋
口
、

向
道
三

六
〇

五
〇
」
を

台
三
丁

大
道

中
村
、

六
〇

周
東
町

東
町

波
野
、
郷
地

六
〇

五
〇
」

に
改
め
、

五
〇
」
を
削
り
、

八
〇
」
を

中
、
日

油
谷
川

油
谷
津

八
〇

。
）

小
川
、
福
地

七
〇

富
下

六
〇
」

に
、

五
〇
」
を

、
周
東

東
町
用

七
〇

、
徳
地

地
八
坂

。
）

六
〇

、
徳
地

地
柚
木

五
〇

」
に
、

見
島

八
〇

」
を

肥
島
、

吉
部
下

八
〇 二



平成 年 月 日 火曜日

厚豊

山 口 県

「
佐吉

（定期）報 第 号

〃山田〃〃
「

〃

室
津
上
及
び
室
津
下

〃

前
記
の
地
区
以
外
の
地

狭
郡

山
陽
町

埴
生
、
津
布
田
及
び
福

〃

前
記
の
地
区
以
外
の
地

浦
郡

菊
川
町

豊
田
町

豊
浦
町

小
串
及
び
川

（
「
小

〃

宇
賀
（
「
宇
賀
地
区
」

美
和
町

波
郡

徳
地
町

深
谷
、
小
古
祖
、
堀
、

（
「
出
雲
柚
野
地
区
」

〃

前
記
の
地
区
以
外
の
地

敷
郡

秋
穂
町

小
郡
町

阿
知
須
町

本
郷
村

周
東
町

田
尻
、
中
山
、
用
田
、

見
谷
（
「
高
森
地
区
」

〃

祖
生
（
「
祖
生
地
区
」

〃

前
記
の
地
区
以
外
の
地

錦

町

大
畠
町

美
川
町

前
記
の
地
区
以
外
の
地

陽
小
野

市

津
布
田
、
埴
生
及
び
福

厚
狭
、
鴨
庄
、
郡
、
山

と
い
う
。
）

前
記
の
地
区
以
外
の
地

由
宇
町

玖
珂
町

（
「
室
津
地
区
」
と
い
う
。
）

区 田
（
「
埴
生
地
区
」
と
い
う
。

区串
川

地
区
」
と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

伊
賀
地
、
岸
見
、
柚
木
及
び
野

と
い
う
。
）

区 上
久
原
、
下
久
原
、
川
上
及
び

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

区 区田
（
「
埴
生
地
区
」
と
い
う
。

川
及
び
山
野
井
（
「
厚
狭
地
区

区

五
〇

七
〇

）

八
〇

七
〇

、

八
〇

八
〇

八
〇

六
〇

五
〇
」

谷

五
〇

六
〇

五
〇

八
〇

八
〇

六
〇

明

七
〇

五
〇

六
〇

五
〇

五
〇

五
〇

、

五
〇

）

八
〇

」

七
〇

五
〇
」

に
改
め
、

五
〇

五
〇

〃

四
階
楼

定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十

す
る
。平

成
十
九
年
五
月
一
日

二
の
１
の
表
に
次
の
よ
う
に

〃

宇
部
市
渡
辺
翁
記
念

会
館

旭

村

佐
々
並
（
「
佐

〃

前
記
の
地
区
以

福
栄
村

紫
福
（
「
紫
福

〃

前
記
の
地
区
以

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
七

屋
外
広
告
物
を
表
示
し
、
又

「

川
上
村

「

田
万
川

町

江
崎
（
「
江
崎

〃

上
田
万
及
び
下

〃

前
記
の
地
区
以

「

む
つ
み

村

高
佐
上
、
高
佐

う
。
）

〃

前
記
の
地
区
以

須
佐
町

豊
北
町

粟
野
（
「
粟
野

〃

角
島
及
び
北
宇

〃

前
記
の
地
区
以

「
大
津
郡

三
隅
町

日
置
町

油
谷
町

熊
毛
郡
上
関
町
大
字

室
津
字
築
出
町
八
六

八
番
地
の
一

〃

二
年
山
口
県
告
示
第
百
五
十
六
号

山
口

加
え
る
。

宇
部
市
朝
日
町
八
番

一
号

文
化
財
保
護
法

定
に
よ
り
指
定

々
並
地
区
」
と
い
う
。
）

外
の
地
区

地
区
」
と
い
う
。
）

外
の
地
区

号
は
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件

地
区
」
と
い
う
。
）

田
万
（
「
田
万
地
区
」
と
い
う
。

外
の
地
区

下
及
び
片
俣
（
「
高
俣
地
区
」

外
の
地
区

地
区
」
と
い
う
。
）

賀
（
「
角
島
北
宇
賀
地
区
」
と
い

外
の
地
区

三

の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

県
知
事

二

井

関

成

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規

さ
れ
た
建
造
物
の
敷
地

八
〇

六
〇

七
〇

八
〇
」

を
削
る
。

を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
地
域
の

五
〇
」
、

六
〇

）

五
〇

七
〇
」

及
び

と
い

七
〇

八
〇

六
〇

七
〇

う
。
）

六
〇

八
〇
」

六
〇

八
〇

八
〇
」

、

正 指



平

一

成 年 月 日 火曜日

山
屋

受
け

の
四

山 口

の
境

「

（定期）県 報

三
「「

五

第 号

三
「り

、〃

の
１
の
表
中

口
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
の
指
定

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

平
成
十
九
年
五
月
一
日

界
線
」
に
、
「
２

岩
国
市
一
般

南
詰
ま
で
の
間

２

岩
国
市
南
岩
国
町
四
丁
目
一
般
国

ら
同
市
錦
帯
橋
東
南
詰
ま
で
の
間

３

岩
国
市
南
岩
国
町
五
丁
目
一
般
国

ら
同
市
藤
生
町
三
丁
目
一
一
八
の
三

４

岩
国
市
海
土
路
町
一
丁
目
一
般
国

ら
同
市
御
庄
県
道
岩
国
玖
珂
線
と
の

の
３
の
表
中

〃

奥
阿
武
宰
判
勘
場

跡

萩
市

〃

奥
阿
武
宰
判
勘
場

跡

萩
市

〃

萩
焼
深
川
古
窯
跡

群

長
門

の
表
中
「
同
市
大
字
埴
生
字
東
下

の
１
の
表
中

〃

四
階
楼

熊
毛

津
字
地
の

同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

河
村
写
真
館

山
口
市

三

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
設

に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
二

る
。

山
口
県
知

国
道
一
八
八
号
と
の
分
岐
点
か
ら
同
市

道
一
八
八
号
と
の
分
岐
点
か

道
一
八
八
号
と
の
分
岐
点
か

六
地
先
ま
で
の
間

道
一
八
八
号
と
の
分
岐
点
か

交
差
点
ま
で
の
間

」
に
改

大
字
吉
部
上

〃

大
字
吉
部
上

〃

市
深
川
湯
本

〃

久
々
一
七
二
六
の
一
地
先
」
を

郡
上
関
町
大
字
室

築
出
町
八
六
八
番

一

〃

上
竪
小
路
一
〇

〃

置
し
よ
う
と
す
る
者
が
許
可
を

年
山
口
県
告
示
第
百
五
十
六
号

事

二

井

関

成

錦
帯
橋
東

」
を

め
る
。

」
を

」
に
改
め
る
。

「
下
関
市
と
山
陽
小
野
田
市
と

」
を
削

地

名

及

び

番

光
市
室
積
一
丁
目
三
一
八
〇
の
一

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
九

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土

平
成
十
九
年
五
月
一
日

〃

伊
佐
吉

「
〃

伊
佐
吉

〃

萩
長
門

め
る
。

「
〃

山
口
防

「
〃

山
口
防

〃

萩
三
隅

「

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

五

四
・
〇

五
・
〇

号
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

山
口

部
山
口
線

県
道
伊
佐
吉
部
山
口
線

部
山
口
線

山
口
市
嘉
川
字
河
原
四

県
道
伊
佐
吉
部
山
口
線

峡
線

萩
市
県
道
萩
三
隅
線
と

道
二
六
二
号
と
の
交
差

府
線

山
口
市
県
道
山
口
防
府

野
一
般
国
道
二
六
二
号

府
線

山
口
市
県
道
山
口
防
府

野
一
般
国
道
二
六
二
号

線

萩
市
県
道
萩
三
隅
線
の

峡
線
と
の
分
岐
点
ま
で

山
口
市
嘉
川
字
河
原
四

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

五
二
・
五

二
五
七
・
三
八

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

の
終
点
ま
で
の
間

」
を

三
九
九
の
一
地
先
か
ら
同
市

の
終
点
ま
で
の
間

の
分
岐
点
か
ら
同
市
一
般
国

点
ま
で
の
間

」
に

線
の
起
点
か
ら
同
市
大
内
長

と
の
交
差
点
ま
で
の
間

」
を

線
の
起
点
か
ら
同
市
大
内
長

と
の
交
差
点
ま
で
の
間

起
点
か
ら
同
市
県
道
萩
長
門

の
間

」

に

三
九
九
の
一
地
先
か
ら
同
市

四

路 改 、



平成

（
二大
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一二三四

第 号

（
二次

一
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

契
約
担
当
者

岩
国
県
税
事
務
所
長

大
賀

調
達
方
法

購
入

落
札
方
式

最
低
価
格

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る

中
国
電
力
株
式
会
社

広
島
市
中

落
札
金
額
（
予
定
使
用
電
力
量
の

三
千
二
百
二
十
三
万
五
百
十
四
円

入
札
公
告
日

平
成
十
九
年
二
月
六
日

そ
の
他

事
務
を
担
当
す
る
出
先
機
関
の
名

岩
国
県
税
事
務
所

岩
国
市
三
笠

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び

電
気

百
八
十
三
万
千
キ
ロ
ワ
ッ

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

落
札
者
を
決
定
し
た
日

公

一
八
）
契
約
の
締
結

の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法

平
成
十
九
年
五
月
一
日

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

教
生

事
務
所
の
所
在
地

区
小
町
四
番
三
三
号

対
価
に
相
当
す
る
金
額
）

山
口
県
知

称
及
び
所
在
地

町
一
丁
目
一
番
一
号

予
定
数
量

ト
時

告

に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

事

二

井

関

成

。

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

平
成
十
九
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
新
南

所
在
地

周
南
市
大
字

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称
業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会

四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
今
宿

所
在
地

周
南
市
新
宿

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
十
九
年

課
並
び
に
周
南
市
経
済
部
商
工

南
市
鹿
野
総
合
支
所
に
お
い
て

平
成
十
九
年
五
月
一
日

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

及
び
所
在
地

陽
店

富
田
二
七
六
三

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

倉
重

雅

社
丸
久

〃

及
び
所
在
地

店通
五
丁
目
二
四

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

変

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

五
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま

観
光
課
、
周
南
市
新
南
陽
総
合
支

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口

五 藏
澄

均

所

代
表
者
の
氏

之

藏
澄

均

〃

所

代
表
者
の
氏

藏
澄

均

更

前

変

更

後

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

所
、
周
南
市
熊
毛
総
合
支
所
及
び

県
知
事

二

井

関

成

名 名 政周

公

告



平

と
お当

成 年 月 日 火曜日

四五（
二大

山 口

中
三

（定期）県 報

五一二

第 号

四

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
十
九
年
五
月
一

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
日

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

二
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

名

称

央
産
業
株
式
会
社

光
市

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
丸
久

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
徳
山
東
店

所
在
地

周
南
市
松
保
町
一
七

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
丸
久

届
出
年
月
日

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で
の

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

住中
央
二
丁
目
一
一
番
二
〇
号

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

倉
重

雅
之

在
地

〇
四
の
五

代
表
者
の
氏
名

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

倉
重

雅
之

〃

が
あ
り
ま
し
た
。

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

所

代
表
者
の
氏
名

密
山

海
俊

前

変

更

後

藏
澄

均

前

変

更

後

藏
澄

均

〃

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
十
九
年

課
及
び
光
市
経
済
部
商
工
観
光

平
成
十
九
年
五
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

光
シ
ョ
ッ
ピ

所
在
地

光
市
島
田
一

四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

（
二
二
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

名

称

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
ふ
そ
う

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会

課
及
び
岩
国
市
農
林
経
済
部
商

平
成
十
九
年
五
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

丸
久
西
岩
国

所
在
地

岩
国
市
錦
見

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

五
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

山
口

及
び
所
在
地

ン
グ
セ
ン
タ
ー
ベ
ス
ト

丁
目
一
二
番
二
〇
号

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

住

防
府
市
戎
町
一
丁
目
一
〇
番
五

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

社
丸
久

倉
重

雅

工
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

山
口

及
び
所
在
地

店五
丁
目
一
七
番
一
三
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

所

代
表
者
の
氏

号

大
川

展
洋

更

前

変

更

後

之

藏
澄

均

し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

六

政 の 名



平成

関
す

年 月 日 火曜日

二三（
二都

山 口 県

（
二土

県
営

項
に

一

（定期）報

四五

第 号

協ベ
三

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

縦
覧
の
期
間

平
成
十
九
年
五
月
二
日
か
ら
同
月

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

二
三
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

二
二
）
県
営
田
尻
地
区
ほ
場
整
備

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

田
尻
地
区
ほ
場
整
備
事
業
の
施
行

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

平
成
十
九
年
五
月
一
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
田
尻
地
区
ほ
場
整
備
事
業

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
丸
久

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
日

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

名

称

同
組
合
ベ
ス
ト

光
市

ス
ト
開
発
株
式
会
社

〃

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

告
し
ま
す
。

二
十
一
日
ま
で

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

事
業
（
田
尻
換
地
区
）
換
地
計

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

に
係
る
田
尻
換
地
区
の
換
地
計

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

山
口
県
知

（
田
尻
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の

倉
重

雅
之

住島
田
一
丁
目
一
二
番
一
〇
号

〃

〃

〃

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

画
書
の
縦
覧

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四

の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

写
し

藏
澄

均

所

代
表
者
の
氏
名

國
廣

由
樹

坪
井

敏
明

前

変

更

後

〃

須
々
万
奥
、
須
々
万

鹿
野
上
、
鹿
野
下
及

区
」
と
い
う
。
）

〃

区
」
と
い
う
。
）

〃

大
道
理
、
大
向
、
小

大
河
内
、
奥
関
屋
、

丘
高
水
勝
間
巣
山
地

前
記
の
地
区
以
外
の

う
。
）

ペ
ー
ジ

二

〃

う
。
）

須
々
万
奥
、
須
々
万

鹿
野
上
、
鹿
野
下
及

株
式
会
社
き
ら
ら
プ
ロ

雑

正

誤

平
成
十
六
年
四
月
十
六
日
山

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

平
成
十
九
年
五
月
一
日

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

宇
部
市
大
字
東
須
恵
三
九

本
郷
、
中
須
北
、
中
須
南
、
大
潮
、

び
鹿
野
中
（
「
須
々
万
中
須
鹿
野
地

松
原
、
安
田
、
清
尾
、
原
、
樋
口
、

中
村
、
呼
坂
及
び
巣
山
（
「
向
道
三

区
」
と
い
う
。
）

地
区

正 段上誤

本
郷
、
中
須
北
、
中
須
南
、
大
潮
、

び
鹿
野
中
（
「
須
々
万
中
須
鹿
野
地

パ
テ
ィ

報

口
県
告
示
第
二
百
三
十
号
（
農
地

面
積
に
代
わ
る
べ
き
面
積
の
設
定

山
口

域
の
名
称

田
字
二
ノ
薄
笹
及
び
字
大
谷

住
所
及
び
氏
名

〇
六
番
地
の
五

七

七
〇

六
〇

五
〇
」

行

左
か
ら
二

九

七
〇

法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第

に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
）

県
知
事

二

井

関

成

六

雑

報



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報

正
）

ペ

第 号

〃〃平
び
第九

年
五
月
一
日
印
刷

発

九
年
五
月
一
日
発
行

発

ー
ジ

段

行

二

上

左
か
ら五

い
う
。
）

大
道
理
、
大
向
、
小
松
原

大
河
内
、
奥
関
屋
、
中
村

丘
高
水
勝
間
巣
山
地
区
」

前
記
の
地
区
以
外
の
地
区

成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日
山
口

六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

誤

船
木
（
「
船
木
地
区
」
と

〃い
う
。

、
安
田
、
清
尾
、
原
、
樋
口
、

、
呼
坂
及
び
巣
山
（
「
向
道
三

と
い
う
。
）

六五

県
告
示
第
六
百
八
十
八
号
（
農

る
面
積
に
代
わ
る
べ
き
面
積
の
設

定
価
一
箇
月

金
二
千
七

正

船
木
（
「
船
木
地
区
」
と

） 〇〇
」

地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
及

定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改

百
円
（
送
料
共
）

八


